
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 点検評価の趣旨と対象及び方法 

１ 趣旨 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条第

１項により、全ての教育委員会は、毎年、その権限に属す

る事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、

公表することとされています。 
県教育委員会では、同法の規定に基づき、効果的な教育

行政の推進に資するとともに、県民への説明責任を果たす

ため、このたび平成 25 年度の教育委員会の事務に関する点

検評価を実施し、報告書にまとめました。 

２ 対象 

本県では、教育基本法第 17 条第２項に基づき、中長期的

な視点に立って静岡県教育振興基本計画「『有徳の人』づく

りアクションプラン」を策定し、毎年度、基本方針を定め

て教育行政を推進しています。 

 このことから、今回の点検評価の対象は、平成 25 年度の

教育行政の基本方針による教育委員会の取組としていま

す。 

また、評価対象は教育委員会所管の施策に限ります。し

たがって、知事部局所管の施策については評価をしており

ません。 

３ 方法 

点検評価では、「『有徳の人』づくりアクションプラン」に掲げられた教育委

員会所管の施策を対象にし、具体的には「『有徳の人』づくりアクションプラン」

を年度ごとに実効性のあるものとするために策定した「平成 25 年度教育行政の

基本方針と教育予算」に沿って推進した主要な取組について点検評価を行うこ

ととしました。 

 点検評価の実施に当たっては、アクションプランの 50 の施策の方向（小柱）

に沿って、成果指標及び進行管理指標の達成状況を示すとともに、各課室が所

管する平成 25 年度の主要な取組の評価と今後の取組をまとめ、次の学識経験を

有する方の知見を活用しました。 

氏 名 役 職 

武井 敦史 静岡大学大学院教育学研究科 教授 

松永由弥子 静岡産業大学情報学部 准教授 

重川希志依 常葉大学大学院環境防災研究科長 教授 

平成 26 年度 静岡県教育委員会事務の管理・執行に関する点検評価（平成 25 年度対象報告書）【概要版】 

Ⅱ 教育委員会の平成 25 年度の主な活動状況 

・定例会 24 回・臨時会２回開催（議案 78 件、報告事項 145 件）  

・教育委員協議会 18 回開催（33 件） ・知事との意見交換  

・教育関係者懇談会 ・市町教育委員会との意見交換会 

・移動教育委員会５回開催 ・政令市との意見交換会 ・開校式等出席   

＜活動日：延べ 102 日＞ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）成果指標 （２）進行管理指標 

 
 
 

Ⅲ 点検評価結果の構成及び概要 

１ 構成 

章ごとの【目標】と【成果指標の達成状況】及び【進行管理指

標の達成状況】をまとめた上で、大柱ごとに【総括評価】を掲載

しています。 

２ 成果指標の達成状況 

区 分 達成状況 

Ａ 目標を達成したもの。 

Ｂ 目標を達成できなかったが、現状値よりは上がったもの。

Ｃ 目標を達成できず、現状値より下がったもの。 

－ 統計値発表前、当該年度に調査なし等 

３ 進行管理指標の達成状況 

区 分 推 移 

 増加傾向（ただし、減少が望ましい指標にあっては、減少傾向を表す。） 

※具体的には、基準値と比較し平成25年度の数値が２％以上増加したもの。 

 維持・横ばい傾向 

※具体的には、基準値と平成25年度の数値が±２％以内のもの。 

 減少傾向（ただし、減少が望ましい指標にあっては、増加傾向を表す。） 

※具体的には、基準値と比較し平成25年度の数値が２％以上減少したもの。 

※複数の数値がある場合には、全体的な傾向等を鑑み、総括的な評価をした。 

４ 概要 ※計は、（ ）で示した再掲数を含んでいる。 

                        

章立て  Ａ  Ｂ  Ｃ  ―  計 

第１章 １ ２ ５(1) ０ ８(1)

第２章 ５ ８ ０ ０ １３ 

第３章 ０ ３(1) ２(2) ０ ５(3)

第４章 ０ ２ １ ０ ３ 

第５章 ２ ５ ４ １ １２ 

計 ８ ２０(1) １２(3) １ ４１(4)

章立て    計 

第１章 ２ １ １ ４ 

第２章 ５ ２ ３ １０ 

第３章 ０ ０ １ １ 

第４章 １ １ ３(2) ５(2) 

第５章 ９ ０ ０ ９ 

   計 １７ ４ ８(2) ２９(2)

（１）成果指標 （２）進行管理指標 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第１章 第２章 第３章 第４章 第５章 

目標 

様々な知識や技術等

を身に付け、これから

の社会を支えようと

する「有徳の人」を育

成するため、いつで

も、誰でも、どこでも

学び続ける生涯学習

社会の形成に向けた

施策を推進する。 

「有徳の人」を「縦の

接続」で育むため、幼

児期、青少年期、成年

期以降の各ライフス

テージの教育課題を

明確にし、それぞれの

学びの場の充実と円

滑な接続に向けた施

策を推進する。 

「有徳の人」を「横の

連携」で育むため、学

校・家庭・地域の連

携・協働による社会全

体の教育力の向上に

向けた施策を推進す

る。 

余暇を活用するなどし

て、生活に潤いを持ち、

人生をよりよく生きる

「有徳の人」を育むた

め、文化・スポーツの

振興に向けた施策を推

進する。 

未来社会からの要請

に応え、現代社会が抱

える様々な課題を解

決し、望ましい社会づ

くりに積極的に参画

し行動できる「有徳の

人」の育成に向けた施

策を推進する。 

成果指標の達成状況 A1 B2 C5(1) –0 計 8(1) A5 B8 C0 –0 計 13 A0 B3(1) C2(2) –0 計 5(3) A0 B2 C1 –0 計 3 A2 B5 C4 –1 計 12 

進行管理指標の達成状況     2     1     1    計 4 5     2     3   計 10 0     0     1   計 1 1    1    3(2) 計 5(2) 9     0     0   計 9 

総括評価 

＜抜粋＞ 

○生涯学習推進体制を支え

る教育施設の整備は進んで

いるが、生涯学習の理念が、

県民全体に十分に浸透して

おらず、生涯学習社会の形

成に参画する県民の意識は

高まっているとは言えな

い。 

○生涯学習社会の形成に

は、教育委員会だけではな

く、社会全体で取り組む必

要がある。大人が学んでい

る姿を子どもに見せること

や、民間や地域の力を活用

した体制づくりと人材発

掘・育成が不可欠である。

コミュニティ・スクールの

推進などと合わせた取組が

求められる。 

○有徳の人づくりを「縦の

接続」で育む施策について

の成果指標の達成状況は概

ね良好である。各種施策の

推進により、各ライフステ

ージの接続がうまく回り始

めていることが、成果指標

の達成状況に表れている。

県教育委員会と市町教育委

員会との連携を推進し、施

策の実効性を高める改善策

を講じることによって、よ

り大きな成果が期待され

る。 

○各ライフステージの教育

現場の実態を顕在化させ、

必要な教育人材の確保と所

要の予算措置を図っていく

ことで、教育現場の意識の

高揚に努める。 

○有徳の人を「横の連携」

で育む施策については、目

標を達成できた指標がなか

った。地域で子どもを育む

機運の醸成は、なお道半ば

である。 

○大きく変化する社会の中

で、学校教育の枠組みだけ

では対処できない問題が山

積しており、今後は、これ

まで以上に社会総がかりで

人材育成に取り組む必要が

ある。この点から、コミュ

ニティ・スクールを推進し

たり、学校支援地域本部の

長所を生かせる仕組づくり

をしたりすることは、学

校・家庭・地域の連携・協

働を強化することにつなが

る。 

○文化財の調査・保存は着

実に実施されている。文化

財の活用に関して更なる工

夫を図ることによって、県

民の文化財に対する興味・

関心が高まり、文化財の継

承につながる。 

○スポーツの振興において

部活動の担う役割は大き

い。少子化が進んでいるこ

とを踏まえ、指導者を学校

現場の教員に限らず、地域

スポーツクラブの指導者を

含めて、広く社会の人材を

活用するなど、環境整備の

促進を図る。 

○現代の重要課題に対応し

た教育を推進していくため

には、教育行政の質的向上

が不可欠であり、教員の資

質向上や必要な環境の整備

が求められる。 

○現代社会が抱える様々な

課題のうち、安全・安心な

教育環境の整備に関して

は、安全管理体制と安全教

育の充実が図られている。

特に防災教育については、

学校が核となり、地域を巻

き込むような施策の推進が

認められる。 

Ⅳ 点検評価結果（概要） 


